
厚生労働省統計改革ビジョン２０１９
工程表

令和元年１０月８日 厚生労働省

※ 厚生労働省統計改革ビジョン2019については、工程表に基づき、継続的に改革の進捗管理を行う。
また、学識経験者等による統計改革を推進するための検討会を設置し、工程表の進捗状況を確認（年２回）するとともに、
順次工程表の見直しを行うものとする。 ～ ビジョン【第４章 統計改革の推進体制、ビジョンのフォローアップ】 ～

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度） ２０２２年度（令和４年度）～

統計改革を推進するための検討会を開催
工程表の進捗状況のフォローアップ（年２回）

適宜、ビジョン及び工程表の見直し

統計改革を
推進する

ための検討
会の位置付
け、体制の
確定

厚生労働省
統計改革ビ
ジョン2019
の策定
【8/27】

工程表の
策定
【10/8】

有識者懇談
会における
検討。

提言とりまと
め

【8/20】

資料２－２



（１）取組内容
○ 統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを可視化した標準的なガイドラインを作成する。

○ ガイドラインに定められたルールに基づき、データの保管状況や、記録の保存状況、統計の利活用状況等を定期的に点検を行う。調査実施機関
との連携確保を図りつつ、調査員の業務の履行状況を厚生労働省が直接確認する取組（いわゆる「コンプライアンスチェック」）も定期的に実施する。

○ 計画との乖離や誤りなどを関係者や第三者が発見した場合の相談窓口を整備するとともに、統計の誤りを発見した場合等は迅速かつ適切に
対応手順に基づき対応する。

１．統計業務の改善（その１） ガイドラインの作成とPDCAサイクルの着実な実施
～ビジョン「第2章２．（２）適正な業務ルールに基づく業務の遂行」等～

【ガイドラインに盛り込む事項】

②定期点検のルール化及びチェックリストの策定
・ 調査計画の履行状況、回収率等の調査精度に関する事項、
利活用状況等に関する調査実施後（又は定期的）の点検・評価
ルール
・ 推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計
プログラムに関する記録の「保存状況」
・ 調査員調査の業務の履行状況を確認する「コンプライアンス・
チェック」
等

①業務マニュアル：統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを
可視化

・ 調査計画の変更等に係る「承認権者」
・ 統計ユーザーの視点に立った情報公開（「公表ルール」）
⇒ 調査設計、標本抽出や復元推計の方法、目標精度・回収率等
・ 必要なデータや集計プログラムの「保存ルール」
⇒ 推計乗率の算出情報等の補助情報の記録保存なども含む。
⇒ 電子化、一元化等の推進方針も記載
・ 不正発覚時の「対応手順」 ⇒ 不正発覚時の相談窓口の設置
・ システム外注時等の発注ルール 等

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ 統計作成プロセスの透
明化を図るとともに、適正な
業務ルールに基づく業務遂
行（ＰＤＣＡサイクル）を徹底
することにより、統計の品質
保証を推進する。

・ 定期点検の実施実績
など

ガイドライ
ンで定め
るべき事
項の確定
【年度内】

標準的な
ガイドラインの

作成

ガイドライン等に
基づく業務の実行

コンプライアンスチェックに向けた
ルール等の検討・作成

【年度内】

コンプライアンスチェックの実施
（次年度以降、ガイドラインに
基づく取組として実施）

チェックリストに基づく
定期点検、フォローアップ

ＢＰＭＮ（※）の試行的実施

（２）スケジュール

※ ＢＰＭＮ（（Business Process Model and Notation）：業務プロセスの定義や描画法に関する国際標準。統計業務プロセスの可視化を目的として、標準的な業務フローを作成。 １

○基幹統計、一般統計、業務統計
に係るデータの保管状況、公表
ルール等の実態把握【１月頃まで】
○課題等の整理【１月頃まで】

第三者が誤り等を報告するための相談窓口を設置。迅速に対応

調査実施機関との意見交換等、関係者間の連携の確保

チェックリストの作成

個別マニュアル

個別マニュアル

個別マニュア
ルの作成



今後の統計処理システム
等に係る調査研究の実施
（言語、システムの
共通化など）
【年内】

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度） ２０２２年度（令和４年度）～

①システム共通： 今後の移行方針を検討・確定した上で、順次、優先順位を付けながらシステムの見直しを実施

②毎月勤労統計システム：優先して移行方針を決定。速やかにシステム改修を実施

（１）取組内容

○ 情報システムの適正化に向けた調査研究を実施（データの一元的保存も含む。）し、毎月勤労統計で用いられている
ＣＯＢＯＬをはじめ、レガシー化したシステムからの脱却を図る。

○ ＡＩ、ＲＰＡなどの導入に向けた調査研究の実施とその結果を踏まえたシステムの適正化を実施する。

○ 併せて、ＩＣＴを活用した業務プロセスの見直し及びシステムを用いたエラーチェックの徹底を推進する。

２．統計業務の改善（その２） 情報システムの適正化
～ビジョン「第２章 ２．統計業務の改善（３）システムの見直し」等～

（２）スケジュール

２

○基幹統計、一般

統計、業務統計に

係る集計システム

等の実態把握

（調査を実施）

【１月頃まで】

○ブラックボックス化

したシステムの

洗い出し

【１月頃まで】

システム
構築

AIやRPA（※）などの導入に向けた調査研究

次年度に実
施する調査
研究の課題、
範囲等の
確定

【年度内】

今後の

移行方針
の確定
【年度内】

移行方針の先行確定
具体策の決定（要件定義
作成まで）【年度内】

本格移行

目標・指標等
○ 汎用性が高く、容易に改修等ができるシステムへの計画的な移行を図るとともに、職員等による手作業の
デジタル化、被調査者の負担軽減・利便性向上など、業務の正確性の確保及び省力化・効率化を推進する。

試行・
検証

※ ＲＰＡ（Robotic Process Automation）：自動化ロボット。

実機検証：候補を数種類に絞った上で、実機を用いて検証を行うこと。
要件定義：作成するシステムが持つべき機能等を明確にすること。

要件定義 システム構築 本格移行施行・検証

実機検証
要件定義
作成

システム
構築

本格
移行

試行・
検証

今後の移行方針に即し、優先順位を
付けながら、順次見直しを実施



２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ 外部有識者の活用、職員の
適正配置の推進等により、閉
じた組織からの脱却を図ると
ともに、統計審査体制を強化
する。

○ 職員の資質・能力の向上を
図り、統計のスペシャリスト
など統計人材を計画的に育成
する。
・ 研修の延べ受講者数
・ レベル別受講者数 など

３

（１）取組内容
①組織改革・体制整備関係
○ 統計審査体制の強化やガバナンスの強化を図るため、政策部局が作成する統計の相談・支援体制の整備、統計分析審査官の配置、
第三者が誤りなどを発見した場合の相談窓口の設置【再掲】など、組織・体制の整備を行う。

○ 「開かれた組織」、「外部チェック機能」の強化、「統計の改善等」に努めるため、外部有識者の活用、政策所管部局との人事交流を推進する。
併せて、統計幹事（政策統括官）を補佐する専門家を配置する。

○ 統計リソースの拡充に向け、計画的な職員採用や定員・予算の確保を図る。

②人材育成・研修の充実関係
○ 統計担当職員のみならず、全職員や幹部職員に対する段階的な研修の体系を整備するため、統計データ作成・活用・分析能力の向上に
向けた「人材育成基本方針」の見直しを行うとともに、計画的かつ体系的な研修を実施する。

○ 職員の統計人材プロファイル（統計業務の経験年数、従事した業務内容、統計研修の受講履歴等）を整備するとともに、統計人材の計画的な
キャリアアップを推進する。

３．組織改革・研修の拡充等
～「第２章１．組織の改革とガバナンスの強化」、「第２章３．統計に関する認識・リテラシーの向上」等～

（２）スケジュール

研修実施

第三者が誤り等を報告するための相談窓口を設置。迅速に対応【再掲】

企画官配置（民間）【１０月～】

新体系による計画的な研修実施
（研修の実施を踏まえ、

研修メニュー、体系等を修正）

企画官（民間）に加え、統計幹事を補佐する専門家を配置

【組織改革・体制整備関係】

【人材育成・研修の充実関係】

人材育成基本方針の見直し
（研修体系の再整理）【年度内】

統計人材プロファイルの整備 統計人材の計画的なキャリアアップを推進

政策所管部局・他省庁等との人事交流の拡大、関係機関との連携
組織定員要求・予算要求 等

統計分析審査官の配置【７月～】 統計分析審査官による分析的審査等の推進

職員配置の見直し 職員配置の見直し 職員配置の見直し 職員配置の見直し 職員配置の見直し

計画的な研修実施
（研修の実施を踏まえ、

研修メニュー、体系等を修正）

定員・予算の確保 定員・予算の確保



（１）取組内容
○ 調査票情報の二次利用、行政記録情報の利用促進に関する広報の充実を行う。

○ 調査票情報の二次利用、行政記録情報の利用促進に関し、有識者委員からなる「データ利活用検討会（仮称）」を設置し、
データ利活用に係る課題等への対応方法や、二次利用者等からの意見を踏まえた利用促進策の検討を行う。

○ この際、マッチングキーなどの情報の利活用の可能性や、外部からの情報提供依頼への対応策等も併せて検討する。

※ データの保存ルールについては、１．ガイドライン作成において整理するとともに、２．システム見直しに係る調査研究に
おいて、データの一元管理ができるような保存先、保存方法等について検討し、順次、対応を行う。

２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ データの利活用の促進を図る
とともに、研究者等の外部有識
者や第三者の意見等を踏まえ、
適宜、統計の改善を図る。
・ 調査票情報の二次利用件数
など

調査票情報の二次利用、行政記録情報の利用促進、広報の充実

○有識者委員からなる
「データ利活用検討会」

の開催

○具体的な利活用促進
策の検討

○省内における調査票
情報、行政記録情報
の利活用状況の把握
【１月頃まで】

○課題等の整理
【１月頃まで】

利活用促進策の実施

（利活用の一層の促進、広報
の充実）

４．データの利活用・一元的な保存の推進
～「第３章１．（１）個票データの一層の有効活用に向けた取組の推進」、第３章２．（１）データ利活用検討会（仮称）の設置及び検討」等～

（２）スケジュール

４

検討会の
課題、委
員の構成
等の確定
【年度内】

【データ利活用検討会関係】

利活用

促進策の
決定

【年度内】

※ １．ガイドライン作成、２．システム見直しとも適宜連携



２０１９年度（令和元年度） ２０２０年度（令和２年度） ２０２１年度（令和３年度）～ 目標・指標等

○ＥＢＰＭの実践による政策
立案の推進
・ 対象施策数 など

○ 若手・中堅職員が高い分析
手法を習得することにより、
証拠に基づく政策立案を一層
推進できる職員の養成を図る。
・ 分析成果（レポート等）
の公表本数

・ 省内若手・中堅プロジェ
クトチームの開催回数

など

外部有識者によるＥＢＰＭ
の実施状況の検証等

５

（１）取組内容
○ 現状や政策課題を迅速かつ的確に把握し、有効な対応策を選択し、その効果を検証するため、厚生労働省を挙げて、
証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ：Evidence Based Policy Making）を実践する。

○ こうした取組と並行し、データの利活用の促進並びに若手・中堅職員の分析手法の習得を主たる目的として、省内有志
による省内若手・中堅プロジェクトチームを設置し、各局担当者による分析等を行った上で、その結果を、白書や審議会
資料等に活用するほか、ＨＰ等でレポートを公表する。

５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進
～「第３章１．（２）EBPMの推進（EBPMの実践を通じた統計の利活用の促進）」等～

メンバー等を入れ替えた上で
新たな取組を推進

省内若手・中堅
プロジェクト
チームの設置
【年内】

○プロジェクトチームにおいて順次、
ロジックモデルを作成し、分析結果を発表
○精査が済んだものから、順次、
ＨＰ等において成果を公表

外部有識者によるＥＢＰＭ
の実施状況の検証等

（２）スケジュール

ＥＢＰＭに係る相談窓口
（シンクタンク職員によるＥＢＰ

Ｍよろず相談窓口）の設置
【７月～】

勉強会の開催、
分析テーマの
決定

【年度内】

【省内若手・中堅プロジェクトチーム関係(人材養成）】

ＥＢＰＭの実践
（各局１施策ずつ）

ＥＢＰＭの対象施策の拡大
（新規事業、モデル事業、大幅
見直しの施策を原則対象に）

ＥＢＰＭに適した施策の
更なる対象拡大、
政策立案への反映

【ＥＢＰＭの実践関係】

ＥＢＰＭよろず相談窓口において、各局からの問い合わせに順次対応



（参考）

厚生労働省統計改革ビジョン２０１９の関係記述

６



１．工程表の作成、進捗状況の管理
〇 本ビジョンの内容は多岐にわたるものである。統計改革の推進は、すぐに実行するもの、
令和２年度に向けた予算・機構定員要求で対応するもの、中長期的に取り組んでいくものと
いったように実現に要する時間・費用などに応じて 整理した工程表を作成するとともに、
当該工程表に基づき、 継続的に、改革の進捗管理を行う。（第４章１）

２．常設の検討会の設置

〇 厚生労働省は、所管する公的統計に関連し、普段から統計や経済の専門家の意見を聞く機会が
少ないのではないか、との指摘があったことも踏まえ、厚生労働省所管統計の 適正化や更なる
進化のためには、厚生統計・労働統計ともに、こうした学識経験者や有識者との関係性の構築を、
一過性のものではなく、継続的なものとしていく必要がある。

〇 このため、外部有識者の目により定期的に厚生労働統計のあり方等について点検を行う観点から、
学識経験者等による常設の検討会を設置する。当該検討会においては、「厚生労働省統計改革
ビジョン2019」の進捗状況を確認するともに、厚生統計・労働統計ともに、更なる改革を行って
いくものとする。

〇 その際、厚生統計については既に社会保障審議会統計分科会がある一方、労働統計については
そのような審議会組織が存在しないこと、一方で、統計のあり方を検討していく際には、公労使に
よる合意形成には馴染みにくいことなども踏まえ、統計のあり方を考えるのに相応しい検討会の
あり方を、厚生労働省において検討する。（第４章２）

７

（表紙）
～ ビジョン「第４章 統計改革の推進体制、ビジョンのフォローアップ」等 ～



８

１．業務マニュアル関係
・ 総務省が作成・提供する標準的な業務マニュアルを踏まえ、統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを可視化した標準的な業務マニュアルを作

成し、そのルールに基づいた業務遂行を実践する。なお、業務マニュアルの整備に際しては、チェックリスト方式など、経験年数の少ない職員でも使いやすいも

のとするよう心がけるものとする。また、業務マニュアルの改訂に際しては、その考え方や履歴を保存していくことを原則化する。（第２章２（２）①）

・ また、対応手順には、調査計画の変更や、プログラム、結果表等各種成果物に関する承認権者（専決区分）を示すこととする。（第２章２（２）②）

・ ブラックボックス化しやすい調査設計、標本抽出や復元推計の方法、事後検証にも必要となる目標精度・回収率等（母集団及び標本の規模に関する情報を含

む。）などについては、詳細な調査内容を公開する。（第２章２（１））

結果数値等の誤りが発見された際に、過去に遡って再集計が行えるよう、推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計プログラムの保存ルール

を整備するとともに、定期的なフォローアップ等を通じて適正な運用を確保する。この際、すべてのデータは、電子化するとともに、（１）の統計ユーザーの視

点に立った調査設計等の情報公開にも十分留意していくものとする。（第２章２（６））

２．定期点検関係
・ データの保管状況や、記録の保存状況など、業務マニュアルのチェックリストに基づいて、定期的に点検を行う。プログラムの修正に当たっても、予め策定さ

れたチェックリストに基づき、複数人チェックの徹底を図る。（第２章２（２）②）

結果数値等の誤りが発見された際に、過去に遡って再集計が行えるよう、推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計プログラムの保存ルール

を整備するとともに、定期的なフォローアップ等を通じて適正な運用を確保する。この際、すべてのデータは、電子化するとともに、（１）の統計ユーザーの視

点に立った調査設計等の情報公開にも十分留意していくものとする。（第２章２（６））【再掲】

毎月勤労統計の事案では、政府内における利活用状況を十分に把握できていなかったことから、結果数値等の誤りが判明した後の政府内における影響の確認に

時間を要した。このため、統計の利活用状況を定期的に確認するとともに、統計委員会の建議を踏まえ、今後、整備が見込まれる誤り発見時の対応ルールに則り、

統計の誤りを発見した際はその影響を迅速・正確に把握して適切に対応する。（第２章２（２）②）

・ 調査員の業務の履行状況を厚生労働省が直接確保する取組（いわゆる「コンプライアンスチェック」）を導入する。（第２章２（５））

○ 統計幹事である政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）の下で、調査計画の履行状況、回収率等の調査精度に関する事項、利活用状況等について、調査

実施後（又は定期的）に点検・評価を行うことをルール化する。（第３章１（５））

○ この際、政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）部局は、有識者と連携し、経済・社会の変化に対応し、時代に合わなくなった統計、調査項目の廃止等

の見直しや時代に即した調査項目等の積極的な検討などを担当部局任せにせず、不断の見直しを進める。（第３章１（６））

３．不正発覚時の対応手順関係
・ 統計調査の内容や手法に計画との乖離や誤りなどを関係者や第三者が発見した場合、速やかに問題を報告し、迅速に対応するためのルール化を行い、実行する

ための体制（相談窓口等）を整備する。（第２章１（１））

・ ①の業務マニュアルには、誤りを早期に発見するためのチェック方法や誤りを発見又は外部から指摘された場合の手順（組織内情報共有ルール等）を盛り込む

こととする。（第２章２（２）②）

毎月勤労統計の事案では、政府内における利活用状況を十分に把握できていなかったことから、結果数値等の誤りが判明した後の政府内における影響の確認に

時間を要した。このため、統計の利活用状況を定期的に確認するとともに、統計委員会の建議を踏まえ、今後、整備が見込まれる誤り発見時の対応ルールに則り、

統計の誤りを発見した際はその影響を迅速・正確に把握して適切に対応する。（第２章２（２）②）【再掲】

４．その他
・ 統計調査員による適切な調査を実施するための措置として、適正な事務手引き等の整備や研修の充実等について検討する。（第２章２（５））

１．ガイドラインの作成とPDCAサイクルの着実な実施 関係
～ ビジョン「第２章 ２．統計業務の改善（２）適正な業務ルールに基づく業務の遂行」等 ～



９

１．情報システムの適正化
・ 「ブラックボックス化」したシステムを有する統計においては、仕様書等を早急に整備し、汎
用性が高く、容易に改修等ができるシステムへの計画的な移行を早急に検討する。（第２章２
（３）①）
・ 併せて、幹部職員や人事異動後の職員でも容易にコンピュータ処理の内容が理解しやすいアー
キテクチャ（設計概念）のあり方や事務手順書等を検討するとともに、使いこなせる職員の養成
にも努める。（第２章２（３）①）

２．ＩＣＴを活用した業務プロセスの見直し
・ ＩＣＴを最大限活用して、調査票の回収、エラーチェック等の審査・集計、公表等の一連のプ
ロセスにおいて可能な限り職員等による手作業のデジタル化を推進する。（第２章２（３）②）
・ また、被調査者の負担軽減・利便性の向上を図り、調査票の回収率・記入率の向上を通じた正
確性の確保及び都道府県等調査実施機関の事務負担軽減のため、オンライン調査の導入、オンラ
イン回答率の向上等を推進する。（第２章２（３）②）
○ 国・地方における業務の効率化等につながるＡＩやＲＰＡ（自動化ロボット）の導入に向けた
調査研究を推進する。（第３章１（４））

３．システムを用いたエラーチェックの徹底
・ ＩＣＴを最大限活用して、組織やプロセス間でデータの欠落や転記ミス等の誤りが発生しない
ようなシステムの見直しを検討するとともに、システムによるエラーチェック等が可能な限り実
現されるよう、次期統計処理システムの見直しを検討する。（第２章２（３）③））

４．その他
○ 今回の事案の再発を防止するため、「（３）システムの見直し」における業務のＩＣＴ化を進
めるとともに、現在の業務の「棚卸し」をした上で、業務処理の流れを分析し、徹底した業務効
率化に努めていくものとする。（第２章２（３）③）

２．情報システムの適正化 関係
～ビジョン「第２章 ２．統計業務の改善（３）システムの見直し」等～
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１．組織・体制の整備
厚生労働省の統計幹事（政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当））の下に、調査内容の抜本的な見直し、調査手法や統計作成プロセス・システムの抜本的な
見直しなどを行う改革のエンジンとなる企画担当や、政策部局が統計を作成する際の相談・支援窓口を計画的に整備する。さらに、統計審査担当体制の強化など必要
な体制整備を図ることを通じて、統計幹事が、統計改革の司令塔としての役割を果たし、統計幹事の責任の下、ＰＤＣＡサイクルの確実な実行によるガバナンスの強
化を図る。（第２章１（１））
内閣官房の指示の下、厚生労働省に配置された分析的審査担当官は、調査結果の分析的審査、調査設計等の変更時の影響分析に加え、結果数値等の誤り発見後の原
因分析と再発防止策の検討状況の管理等を実施する。（第２章１（１））

〇 外部有識者の目により定期的に厚生労働統計のあり方等について点検を行う観点から、学識経験者等による常設の検討会を設置する。当該検討会においては、「厚
生労働省統計改革ビジョン2019」の進捗状況を確認するともに、厚生統計・労働統計ともに、更なる改革を行っていくものとする。（第４章２）

〇 その際、厚生統計については既に社会保障審議会統計分科会がある一方、労働統計についてはそのような審議会組織が存在しないこと、一方で、統計のあり方を検
討していく際には、公労使による合意形成には馴染みにくいことなども踏まえ、統計のあり方を考えるのに相応しい検討会のあり方を、厚生労働省において検討する。
（第４章２）

２．外部有識者の活用を含めた人事交流の推進
・ 統計の改善等に向け、厚生労働省内においても外部人材の積極活用を図る。その際には、適切な処遇の確保に努めるとともに、採用された外部人材は、統計改革
や、統計の見直しに向けた厚生労働省の統計幹事の補佐などを担当する者とする。（第２章１（２））

・ 統計学者や統計を十分に利用している経済学者などの外部の専門家と、常に協力・相談できる体制を構築する。（第２章１（２））
・ また、統計の業務改善を行う場合には、統計に精通するコンサルティング会社やシステム開発を行う業者の活用などを検討する。（第２章１（２））
・ 作成された統計がどのように利活用されているのか、ユーザーの視点に立った統計の作成に資するため、省内の政策所管部局との人事交流（送り出し）を行い、
人材育成を図る。（第２章３（２））

・ 他府省、民間の研究機関等との人事交流や国内外の大学・大学院への留学機会の付与等により、先進的な技能・知見の習得や相互研鑽機会の拡充の機会を設ける。
（第２章３（２））

・ 外部人材の積極活用や、統計学者、経済学者などの外部有識者との積極的な交流などを通じて、「開かれた組織」への変革を図る。（第２章３（２））

３．統計部門のリソースの拡充
・ 不断の業務の効率化や研修の充実等を行うとともに、統計業務に専念する、統計学や経済学などの専門性を有する人材の確保をはじめとした、計画的な職員採用
や定員の確保を図る。（第２章１（３））

・ 人材の育成には一定程度の期間を有するため、即戦力となる外部人材も積極的に活用する。（第２章１（３））
・ 人材の確保と同様に、再発防止や統計改善の観点で必要となる予算をきちんと確保する。（第２章１（３））

４．研修の実施
統計担当職員を対象に、統計の基本知識や調査方法論をはじめとして、情報技術の知識や、統計法令に関する研修の強化を図るとともに、段階的な研修体系の整
備を行う。さらに、中核的な統計人材を育成するため、長期研修等を受講しやすい環境の整備についても検討を行う。（第２章３（１））

・ 本省全職員を対象とする統計の基礎知識の習得や利活用の促進等に関する研修、幹部職員に対する統計リテラシーの向上、ガバナンスの強化等に関する研修を体
系的に整備し、計画的な受講を推進する。（第２章３（１））

５．職員のキャリアパス形成の見直し
・ 職員の統計人材プロファイル（統計業務の経験年数、従事した業務内容、統計研修の受講履歴等）の整備等により、統計人材を計画的にキャリアアップさせ、統計
職員が安心して業務を遂行し、誇りを持てるようなキャリアパスを策定する。（第２章３（３））
統計調査担当に統計業務経験者を配置し、とりわけ、基幹統計など重要統計は統計業務経験者を中心に作成することを基本とする。重要統計は統計のスペシャリス
トを計画的に育成し、担当させる。（第２章３（３））
統計の専門知識や業務経験が評価されるような人事運用・仕組み（処遇等）を検討する。（第２章３（３））

３．組織改革・研修の拡充等 関係
～「第２章１．組織の改革とガバナンスの強化」、「第２章３．統計に関する認識・リテラシーの向上」等～
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１．データ利活用の推進

○ 統計情報や行政システムの設計・利用環境の改善について、外部の意見を取り入れる仕組みとして、データ利活用検討会（仮称）の設置を検

討する。（第３章２（１））

○ この際、個票データの活用に当たっては、厚生労働省が所管する基幹統計、一般統計、業務統計同士のマッチングキーなどの情報も保管し、

個人情報の保護に留意しつつ、相互に利用可能なものとするよう検討する。（第３章２（１））

・ 統計データの利活用の拡大は、統計の改善を促すとともに、結果数値等の誤り発見の観点からも有効である。また、作成したデータが第三者

に利用される可能性があることは、日常業務に緊張感を持って取り組む要因ともなる。このため、個票データの一層の有効活用に向けた取組を

推進する。（第３章１（１））

・ この際、基幹統計や一般統計の個票データのみならず、行政記録情報の利活用の促進に向け、省内の行政記録情報や業務統計の所管課室も利

活用の推進を図るものとする。（第３章１（１））

・ 調査票情報の二次利用を一層促進するとともに、統計等データの公表に当たっては、利用しやすい形式での提供やオンサイト施設を活用する

など、利便性にも配慮した形態により実施する。（第２章２（１））

・ 行政記録情報の利用促進を図るとともに、研究者等が容易に利用できるよう、利用方法を周知するとともに、効率的な利用方法を早急に検討

する。（第２章２（１））

・ 外部からの情報提供依頼については、組織内で共有しつつ、速やかに対応していく必要があり、その具体策については、データ利活用検討会

（仮称）などを踏まえて積極的に対応していくものとする。（第２章２（１））

２．データ保存の徹底、一元化の推進の検討

・ 総務省が作成・提供する標準的な業務マニュアルを踏まえ、統計の企画から公表、データ保管までの一連のプロセスを可視化した標準的な業

務マニュアルを作成し、そのルールに基づいた業務遂行を実践する。なお、業務マニュアルの整備に際しては、チェックリスト方式など、経験

年数の少ない職員でも使いやすいものとするよう心がけるものとする。また、業務マニュアルの改訂に際しては、その考え方や履歴を保存して

いくことを原則化する。（第２章２（２））

・ データの保管状況や、記録の保存状況など、業務マニュアルのチェックリストに基づいて、定期的に点検を行う。プログラムの修正に当たっ

ても、予め策定されたチェックリストに基づき、複数人チェックの徹底を図る。（第２章２（２））

結果数値等の誤りが発見された際に、過去に遡って再集計が行えるよう、推計乗率の算出情報等の補助情報を含む必要なデータや集計プログ

ラムの保存ルールを整備するとともに、定期的なフォローアップ等を通じて適正な運用を確保する。この際、すべてのデータは、電子化すると

ともに、（１）の統計ユーザーの視点に立った調査設計等の情報公開にも十分留意していくものとする。（第２章２（６））

○ 厚生労働省が保有する統計等データを適切に保存するため、第２章の２（６）の取組のみならず、統計等データの一元管理が可能となるよう、

次期統計処理システムの見直しを検討する。その際、都道府県など国以外の主体が保有・管理しているため、永年保存されていない調査票情報

等や、出先機関が保有・管理している調査票情報等についても、国に集約して保存できるよう検討する。（第３章１（３））

３．その他（ＥＢＰＭとの連携など）

○ こうした取組の実施に当たっては、各局が所管する一般統計等も含めて検討するとともに、（１）の個票データの一層の有効活用、（２）の

ＥＢＰＭの推進の動きとも連動したものとし、統計情報へのアクセシビリティを高めるものとする。（第３章１（３））

４．データの利活用・一元的な保存の推進 関係
～「第３章１．（１）個票データの一層の有効活用に向けた取組の推進」、第３章２．（１）データ利活用検討会（仮称）の設置及び検討」等～
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５．ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用の促進 関係
～「第３章１．（２）EBPMの推進（EBPMの実践を通じた統計の利活用の促進）」等～

〇 厚生労働省を挙げて、ＥＢＰＭの実践を通じた統計の利活用を推進する。具体的に
は、外部有識者の力を借りつつ、省内にモデル事業などの効果検証を行うプロジェク
トチームを設置する。また、こうした取組を通じて、実際に、ＥＢＰＭを実践する。
併せて、ＥＢＰＭに関する調査研究を推進する。（第３章１（２））

○ こうした取組（データの一元管理の推進）の実施に当たっては、各局が所管する一
般統計等も含めて検討するとともに、（１）の個票データの一層の有効活用、（２）
のＥＢＰＭの推進の動きとも連動したものとし、統計情報へのアクセシビリティを高
めるものとする。（第３章１（３））


